
別表第一 (第八条関係 ) 
(平一七告示二五二・平二二告示・一部改正 ) 

一  事業の概要及び産業廃棄物の種類ごとの取扱量等を記載した事業計画書  

二  法人にあっては定款又は寄附行為及び商業登記法 (昭和三十八年法律第

百二十五号 )第十条第一項に規定する登記事項証明書、個人にあっては住民

票の抄本  

三  施設の位置図  

四  施設の周辺図  

五  産業廃棄物搬入、搬出経路図  

六  敷地面積等の測量図  

七  処理施設、保管施設等の場内配置図  

八  処理工程図  

九  産業廃棄物処理施設等の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、

構造図及び設備機械機器一覧表又は施設の仕様書  

十  放流水 (生活雑排水を含む。 )がある場合における産業廃棄物処理施設等

の放流地点から主要河川等までの放流経路を示した図面  

十一  産業廃棄物処理施設等に係る土地の公図（不動産登記法（平成十六年

法律第百二十三号）第十四条第一項の地図又はこれに準ずる図面をいう。

以下同じ。）及びその登記事項証明書又は産業廃棄物処理施設等に係る土

地の所有権がない場合は使用権原を有することを証する書面若しくは土地

所有者が当該土地を産業廃棄物処理施設等の設置予定場所として地域住民等に説

明することを承知していることを証する書面  

十二  周辺地域の生活環境に及ぼす影響の防止対策に関する書面  

十三  その他知事が必要と認める書類  
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